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一

一

概
説

１

協
定
の
成
立
経
緯

中
央
北
極
海
の
公
海
水
域
に
お
い
て
、
近
年
、
氷
の
範
囲
の
減
少
に
伴
い
将
来
的
に
漁
獲
が
行
わ
れ
得
る
水
域
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
洋
生
態

系
を
保
護
し
、
並
び
に
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
同
水
域
に
お
い
て
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
獲
を
防
止
す
る
必
要
性
が

国
際
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
我
が
国
、
カ
ナ
ダ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
大
韓
民

国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
欧
州
連
合
の
間
で
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
十
二
月
か
ら
計
七
回
の
政
府
間
交
渉
が
行
わ

れ
、
平
成
三
十
年
（
二
千
十
八
年
）
十
月
に
イ
ル
リ
サ
ッ
ト
（
デ
ン
マ
ー
ク
）
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
が
作
成
さ
れ
た
。

２

協
定
締
結
の
意
義

こ
の
協
定
は
、
健
全
な
海
洋
生
態
系
を
保
護
し
、
並
び
に
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
長
期
的
な
戦
略
の
一
部
と
し
て

中
央
北
極
海
の
公
海
水
域
に
お
け
る
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
獲
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
水
域
に
お
け
る
漁
獲
に
対
す
る
予
防
的
な
保
存
管

理
措
置
の
適
用
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
に
積
極
的
に
協
力
し
、
及
び
我
が
国
の

漁
業
の
安
定
し
た
発
展
を
図
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

協
定
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
我
が
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
等
に
よ
っ
て
採
択
さ

れ
る
保
存
管
理
措
置
又
は
第
五
条
１

の
規
定
に
基
づ
い
て
締
約
国
が
将
来
定
め
る
こ
と
が
あ
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
の
み
協
定
水
域

(c)
(ii)

に
お
い
て
商
業
的
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
義
務
等
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

こ
の
協
定
は
、
交
渉
に
参
加
し
た
十
箇
国
・
機
関
全
て
に
よ
る
締
結
の
後
に
効
力
を
生
ず
る
。
平
成
三
十
一
年
（
二
千
十
九
年
）
二
月
一
日
現
在
、
締
約

国
は
な
い
。
我
が
国
と
し
て
、
自
国
の
漁
業
の
安
定
し
た
発
展
を
図
り
、
及
び
こ
の
協
定
の
目
的
に
積
極
的
に
協
力
す
る
観
点
か
ら
、
こ
の
協
定
を
早
期
に

締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

協
定
の
内
容
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二

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

用
語
（
第
一
条
）

こ
の
協
定
上
の
用
語
（
「
協
定
水
域
」
、
「
魚
類
」
、
「
漁
獲
」
、
「
商
業
的
漁
獲
」
、
「
試
験
的
漁
獲
」
及
び
「
船
舶
」
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い

る
。

２

目
的
（
第
二
条
）

こ
の
協
定
は
、
健
全
な
海
洋
生
態
系
を
保
護
し
、
並
び
に
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
長
期
的
な
戦
略
の
一
部
と
し

て
、
予
防
的
な
保
存
管
理
措
置
の
適
用
を
通
じ
て
中
央
北
極
海
の
公
海
水
域
に
お
け
る
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
獲
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

漁
獲
に
関
す
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
（
第
三
条
）

各
締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
等
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
保
存
管
理
措
置
又

(1)
は
第
五
条
１

の
規
定
に
基
づ
い
て
締
約
国
が
将
来
定
め
る
こ
と
が
あ
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
の
み
協
定
水
域
に
お
い
て
商
業
的
漁

(c)
(ii)

獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
。

締
約
国
は
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
科
学
的
調
査
及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画
の
枠
組
み
及
び
自
国
の
科
学
的
計
画
の
下
で
科
学

(2)
的
調
査
を
行
う
こ
と
を
奨
励
さ
れ
る
。

締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
第
五
条
１

の
規
定
に
基
づ
い
て
締
約
国
が
定
め
る
保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
の

(3)

(d)

み
協
定
水
域
に
お
い
て
試
験
的
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

科
学
的
調
査
及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画
（
第
四
条
）

締
約
国
が
、
科
学
的
活
動
に
お
け
る
協
力
を
円
滑
に
す
る
こ
と
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
か
ら
二
年
以
内
に
科
学
的
調
査
及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画

（
以
下
「
共
同
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
、
共
同
計
画
の
発
展
、
調
整
及
び
実
施
を
指
導
す
る
こ
と
、
共
同
の
科
学
的
会
合
を
行
う
こ
と
等
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

５

検
討
及
び
更
な
る
実
施
（
第
五
条
）

締
約
国
が
、
原
則
と
し
て
二
年
に
一
回
会
合
し
、
当
該
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
の
実
施
状
況
及
び
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す

る
こ
と
、
全
て
の
入
手
可
能
な
科
学
的
情
報
を
検
討
す
る
こ
と
、
協
定
水
域
に
お
け
る
漁
獲
を
管
理
す
る
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
を
設
立
す
る

た
め
の
交
渉
等
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
、
当
該
交
渉
等
が
開
始
さ
れ
、
締
約
国
が
魚
類
資
源
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み

に
合
意
し
た
後
、
協
定
水
域
に
お
け
る
魚
類
資
源
に
関
す
る
追
加
の
又
は
異
な
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
を
定
め
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
、
こ
の

協
定
の
効
力
発
生
か
ら
三
年
以
内
に
協
定
水
域
に
お
け
る
試
験
的
漁
獲
の
た
め
の
保
存
管
理
措
置
を
定
め
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

６

意
思
決
定
（
第
六
条
）

締
約
国
の
決
定
は
、
手
続
問
題
に
つ
い
て
は
賛
成
票
又
は
反
対
票
を
投
ず
る
締
約
国
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
で
行
い
、
実
質
問
題
に
つ
い
て
は
コ
ン
セ
ン

サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
、
及
び
い
ず
れ
か
の
締
約
国
が
実
質
問
題
で
あ
る
と
認
め
る
問
題
は
実
質
問
題
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
。

７

紛
争
解
決
（
第
七
条
）

千
九
百
九
十
五
年
八
月
四
日
に
作
成
さ
れ
た
分
布
範
囲
が
排
他
的
経
済
水
域
の
内
外
に
存
在
す
る
魚
類
資
源
（
ス
ト
ラ
ド
リ
ン
グ
魚
類
資
源
）
及
び
高
度

回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
千
九
百
八
十
二
年
十
二
月
十
日
の
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
協
定
（
以
下

「
千
九
百
九
十
五
年
協
定
」
と
い
う
。
）
第
八
部
に
定
め
る
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国
間
の
紛
争
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

８

非
締
約
国
（
第
八
条
）

締
約
国
が
こ
の
協
定
の
非
締
約
国
に
対
し
て
こ
の
協
定
に
合
致
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
奨
励
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

９

有
効
期
間
（
第
十
三
条
）

こ
の
協
定
が
、
そ
の
効
力
発
生
の
後
最
初
の
十
六
年
間
効
力
を
有
す
る
こ
と
、
当
該
最
初
の
期
間
の
満
了
の
後
は
原
則
と
し
て
順
次
五
年
の
延
長
期
間
中

効
力
を
有
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

他
の
協
定
と
の
関
係
（
第
十
四
条
）

10

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
又
は
千
九
百
九
十
五
年
協
定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
国
際
法
の
関
連
す
る
規
定
に
基
づ

く
締
約
国
の
権
利
、
管
轄
権
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
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三

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

用
語
（
第
一
条
）

こ
の
協
定
上
の
用
語
（
「
協
定
水
域
」
、
「
魚
類
」
、
「
漁
獲
」
、
「
商
業
的
漁
獲
」
、
「
試
験
的
漁
獲
」
及
び
「
船
舶
」
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い

る
。

２

目
的
（
第
二
条
）

こ
の
協
定
は
、
健
全
な
海
洋
生
態
系
を
保
護
し
、
並
び
に
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
長
期
的
な
戦
略
の
一
部
と
し

て
、
予
防
的
な
保
存
管
理
措
置
の
適
用
を
通
じ
て
中
央
北
極
海
の
公
海
水
域
に
お
け
る
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
獲
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

漁
獲
に
関
す
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
（
第
三
条
）

各
締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
等
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
保
存
管
理
措
置
又

(1)
は
第
五
条
１

の
規
定
に
基
づ
い
て
締
約
国
が
将
来
定
め
る
こ
と
が
あ
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
の
み
協
定
水
域
に
お
い
て
商
業
的
漁

(c)
(ii)

獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
。

締
約
国
は
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
科
学
的
調
査
及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画
の
枠
組
み
及
び
自
国
の
科
学
的
計
画
の
下
で
科
学

(2)
的
調
査
を
行
う
こ
と
を
奨
励
さ
れ
る
。

締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
第
五
条
１

の
規
定
に
基
づ
い
て
締
約
国
が
定
め
る
保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
の

(3)

(d)

み
協
定
水
域
に
お
い
て
試
験
的
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

科
学
的
調
査
及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画
（
第
四
条
）

締
約
国
が
、
科
学
的
活
動
に
お
け
る
協
力
を
円
滑
に
す
る
こ
と
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
か
ら
二
年
以
内
に
科
学
的
調
査
及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画

（
以
下
「
共
同
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
、
共
同
計
画
の
発
展
、
調
整
及
び
実
施
を
指
導
す
る
こ
と
、
共
同
の
科
学
的
会
合
を
行
う
こ
と
等
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

５

検
討
及
び
更
な
る
実
施
（
第
五
条
）

締
約
国
が
、
原
則
と
し
て
二
年
に
一
回
会
合
し
、
当
該
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
の
実
施
状
況
及
び
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す

る
こ
と
、
全
て
の
入
手
可
能
な
科
学
的
情
報
を
検
討
す
る
こ
と
、
協
定
水
域
に
お
け
る
漁
獲
を
管
理
す
る
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
を
設
立
す
る

た
め
の
交
渉
等
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
、
当
該
交
渉
等
が
開
始
さ
れ
、
締
約
国
が
魚
類
資
源
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み

に
合
意
し
た
後
、
協
定
水
域
に
お
け
る
魚
類
資
源
に
関
す
る
追
加
の
又
は
異
な
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
を
定
め
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
、
こ
の

協
定
の
効
力
発
生
か
ら
三
年
以
内
に
協
定
水
域
に
お
け
る
試
験
的
漁
獲
の
た
め
の
保
存
管
理
措
置
を
定
め
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

６

意
思
決
定
（
第
六
条
）

締
約
国
の
決
定
は
、
手
続
問
題
に
つ
い
て
は
賛
成
票
又
は
反
対
票
を
投
ず
る
締
約
国
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
で
行
い
、
実
質
問
題
に
つ
い
て
は
コ
ン
セ
ン

サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
、
及
び
い
ず
れ
か
の
締
約
国
が
実
質
問
題
で
あ
る
と
認
め
る
問
題
は
実
質
問
題
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
。

７

紛
争
解
決
（
第
七
条
）

千
九
百
九
十
五
年
八
月
四
日
に
作
成
さ
れ
た
分
布
範
囲
が
排
他
的
経
済
水
域
の
内
外
に
存
在
す
る
魚
類
資
源
（
ス
ト
ラ
ド
リ
ン
グ
魚
類
資
源
）
及
び
高
度

回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
千
九
百
八
十
二
年
十
二
月
十
日
の
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
協
定
（
以
下

「
千
九
百
九
十
五
年
協
定
」
と
い
う
。
）
第
八
部
に
定
め
る
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国
間
の
紛
争
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

８

非
締
約
国
（
第
八
条
）

締
約
国
が
こ
の
協
定
の
非
締
約
国
に
対
し
て
こ
の
協
定
に
合
致
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
奨
励
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

９

有
効
期
間
（
第
十
三
条
）

こ
の
協
定
が
、
そ
の
効
力
発
生
の
後
最
初
の
十
六
年
間
効
力
を
有
す
る
こ
と
、
当
該
最
初
の
期
間
の
満
了
の
後
は
原
則
と
し
て
順
次
五
年
の
延
長
期
間
中

効
力
を
有
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

他
の
協
定
と
の
関
係
（
第
十
四
条
）

10

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
又
は
千
九
百
九
十
五
年
協
定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
国
際
法
の
関
連
す
る
規
定
に
基
づ

く
締
約
国
の
権
利
、
管
轄
権
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
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四

そ
の
他

11

署
名
（
第
九
条
）
、
加
入
（
第
十
条
）
、
効
力
発
生
（
第
十
一
条
）
、
脱
退
（
第
十
二
条
）
及
び
寄
託
者
（
第
十
五
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
財
政
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

（
参

考
）

１

作
成

平
成
三
十
年
十
月
三
日

イ
ル
リ
サ
ッ
ト
に
お
い
て
作
成

２

効
力
発
生

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
現
在

未
発
効
（
カ
ナ
ダ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
日
本
国
、
大
韓
民
国
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
欧
州
連
合
に
よ
る
こ
の
協
定
の
批
准
書
、
受
諾
書
及
び
承
認
書
並
び
に
こ
の
協
定
へ
の
加
入
書
の
全
て
を
寄
託

者
が
受
領
し
た
日
の
後
三
十
日
で
効
力
を
生
ず
る
。
）

３

署
名
国

九
箇
国
及
び
欧
州
連
合

カ
ナ
ダ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
日
本
国
、
大
韓
民
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
欧
州
連
合

４

締
約
国

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
現
在

な
し
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五

そ
の
他

11

署
名
（
第
九
条
）
、
加
入
（
第
十
条
）
、
効
力
発
生
（
第
十
一
条
）
、
脱
退
（
第
十
二
条
）
及
び
寄
託
者
（
第
十
五
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
財
政
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

（
参

考
）

１

作
成

平
成
三
十
年
十
月
三
日

イ
ル
リ
サ
ッ
ト
に
お
い
て
作
成

２

効
力
発
生

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
現
在

未
発
効
（
カ
ナ
ダ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
日
本
国
、
大
韓
民
国
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
欧
州
連
合
に
よ
る
こ
の
協
定
の
批
准
書
、
受
諾
書
及
び
承
認
書
並
び
に
こ
の
協
定
へ
の
加
入
書
の
全
て
を
寄
託

者
が
受
領
し
た
日
の
後
三
十
日
で
効
力
を
生
ず
る
。
）

３

署
名
国

九
箇
国
及
び
欧
州
連
合

カ
ナ
ダ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
日
本
国
、
大
韓
民
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
欧
州
連
合

４

締
約
国

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
現
在

な
し
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